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「高浜市自治基本条例 検証中間報告書」 

高浜市自治基本条例検証委員会からのコメントに対する行政の考え方・対応（案） 
 

№ 意見箇所 検証委員会からのコメント 行政の考え方・対応（案） 
いつまでに 
（いつから） 

１ 前文 【提案】 

 高浜市は、市民にきめ細かな施策を行っていると

思う。「住んでみたい」「住んでよかった」「いつま

でも住み続けたい」という想いを高めていくため

に、もっと高浜市の魅力・よさを市内外にアピー

ルしていくとよい。 

 

【総合政策 G】 

これまでの情報発信のあり方は、主に市民を対象に、市

政・まちづくりに関心を持っていただき、まちへの愛着・

誇りを高めていくという観点が中心で、世代別といった対

象に合わせたアプローチ、市外の方に対するアプローチは

不十分でした。 

今後は「ｉ広報紙」の導入といったプッシュ型の情報発

信の強化、ホームページの構造の見直しなど、ターゲット

を明確にしたアプローチや、情報の受け手の立場に立ち、

かつ、定住人口の定着・増加、交流人口の拡大つながるよ

うな戦略的な情報発信に取り組んでいきます。 

 

また、まちの魅力は、そこに暮らしている方がいきいき

としていることが重要な要素となっており、いわば市民の

皆さん一人ひとりが「高浜市の広報大使」（セールスマン

）といえます。 

市民の皆さんとともに、まちの魅力を掘り起こし、磨き

上げていくとともに、市民の皆さんのまちに対する想いや

頑張りを、積極的に発信していきます。 

 

 

H27.10～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施中 

 

 

 

 

 

 

２ 第４条 

 まちづくり 

の基本原則 

【提案】 

 参画・協働・情報共有の取組みが部署によって温

度差が生まれないよう、行政全体の統一的な行動

指針として「参画・協働・情報共有のガイドライ

ン」を策定し、参画・協働・情報共有に対する行

政の姿勢を市民に見えるようにするとともに、し

っかりと根付かせていただきたい。 

【総合政策 G】 

①ガイドラインの策定 

検証委員会のご意見を交えながら「参画・協働・情報

共有のガイドライン」を策定します。 

 

②職員説明会の開催と実践 

参画・協働・情報共有の取組み方などについて、事例

 

H27.10 

 

 

 

H27.11～ 
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 を交えながら庁内全体に周知します。また、毎年度策定

する「アクションプラン」（総合計画に掲げる目標の達

成に向けた具体的な行動計画）に、参画・協働・情報共

有に関する取組内容を盛り込み、各部署においてガイド

ラインを踏まえた取組みが着実に実践されるよう、取り

組んでいきます。 

 

③新人職員研修会での周知 

ガイドラインをテキストとして活用し、参画・協働・

情報共有の意義・重要性などについて説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28.４～ 

 

３ 第４条 

 まちづくり 

の基本原則 

【提案】 

 様々な方に市政運営・まちづくりに参加・参画し

ていただくためには、内容・対象者に合わせて開

催日時を工夫する（例：夜間、土・日曜日、平日

昼間）など、参加・参画しやすい配慮・工夫が必

要である。 

 

【総合政策 G】 

 ご提案については「参画・協働・情報共有のガイドライ

ン」の「参画の基本姿勢」に示しています。参加者の声な

どを踏まえながら、参加・参画しやすい配慮・工夫をして

いきます。 

 また、参加・参画できない方にとっても、状況等を知る

ことができるよう、広報やホームページなどで開催概要を

紹介するなど、情報共有に取り組んでいきます。 

 

 

実施中 

４ 第５条 

 市民の権利 

【提案】 

 まちづくりの楽しさややりがいは、取り組んでみ

て初めて理解することができる。自治基本条例に

込められた意味も、まちづくりへの参加をとおし

て次第にわかるようになってくると考えられる。

まずは、実践が大切である。参加のきっかけを、

どうつくっていくかを考えていく必要がある。 

 

【総合政策 G】 

①若年層へのアプローチ 

 防災訓練や環境美化、子ども商店街など、子どもが主役

になる活動をまちづくり協議会や各団体と協働で企画・実

施することにより、保護者世代の参加を促していきます。 

 まちづくり活動をしている若い世代に聞き取りをし、継

続して活動できる仕組みについて、まちづくり協議会や各

団体の方々と検討していきます。 

 

②プラチナエイジに対するアプローチ 

 定年退職を迎える市民を対象に、まちづくりの大切さ、

 

 

実施中 

 

 

H27.10～ 

 

 

 

～H29.3 
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まちのために頑張ることの素晴らしさを伝えるため、実際

にまちのために汗を流す市民や子どもたちを講師とした

「まちづくり入門講座」を開催するなど、地域デビューの

きっかけとなるような取組みを展開していきます。 

 

５ 第５条 

 市民の権利 

【提案】 

 まちづくりのキャッチフレーズ「思いやり 支え合

い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」を知ってい

る人の割合は確かに増えているが、ただ知ってい

るだけではなく、言葉に込められた意味を理解し

ていただけるよう、しっかりと伝えていくことが、

今後の課題である。 

 

【総合政策 G】 

各種団体の会合の場やイベント、小学６年生を対象に行

う「まちづくり出前授業」など、様々な機会をとらえ、言

葉に込められた意味や、「大家族たかはま」の実現に向け

て、それぞれがどのようなアクションを起こしていったら

よいかなどを発信していきます。 

 

 

実施中 

６ 第６条 

 子どものま

ちづくりに

参加する権

利 

【提案】 

 小学６年生を対象に実施している「自治基本条例

出前授業」は、とてもよい取組みだと思う。中学

校でも出前授業を実施し、体系的に学ぶことによ

って、地域とのつながりを持ち、まちづくりへの

参加を促していってはどうか？ 

 

【総合政策 G】【教育センターG】 

①「まちづくり出前授業」（小６対象）の成果等の検証 

中学校では、市民一斉清掃や総合防災訓練への参加な

ど、一部ではまちづくりの実践が行われ、その大切さにつ

いて体感していると考えていますが、子どもたちの意識が

どのように変化し、行動につながっているのかといった検

証は十分ではありません。 

今後は、こうしたまちづくりの実践がどの程度行われて

いるのか、小学６年生で学習したまちづくりの内容が、中

学校でどのようにつなげられているのかなどについて、検

証していきます。 

 

②中学校におけるまちづくりの体系的な学習の模索 

①の検証結果を踏まえ、出前授業にこだわらず、実践し

たことを発表する場を設けるなど、子どもたちの成長に合

った体系的な学習方法を、現場の先生方とも協議しながら

見出していきます。 

 

 

～H28.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～H29.3 
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７ 第６条 

 子どものま

ちづくりに

参加する権

利 

【提案】 

 「地方自治は民主主義の学校」といわれている。

公職選挙法の改正により、選挙権の年齢が満 18

歳以上に引き下げられることに伴い、今後ますま

す子どもの頃から自治やコミュニティに関する学

習に取り組む重要性が高まってくる。子どもたち

もまちの一員であること、まちづくりに参加でき

ることを伝えていくことが大切である。今後も継

続的に取り組んでいただきたい。 

 

【総合政策 G】【教育センターG】 

まちづくりの裾野を広げていくためには、子どもたちへ

のアプローチが欠かせません。今後も「まちづくり出前授

業」を継続的に実施していきます。 

授業内容も毎年改善し、社会科を意識しながら地方自治

の仕組みなどについてふれ、なぜ、市民が主体となったま

ちづくりが大切なのか、子どもたちもまちの一員としてま

ちづくりに関わることができることを伝えていきます。 

 

実施中 

８ 第７条 

 市民の 

役割と責務 

【提案】 

 まちづくりに積極的に汗を流している方に対する

顕彰、活動の見える化など、まちづくりに携わる

喜びや意欲をさらに高めていただけるような仕掛

けも必要ではないか。 

 

【総合政策 G】活動の見える化 

まちづくりに携わる喜び・意欲を高めるためには、「誰

かに認められている」「誰か（地域）のために自分が役立

っている」といった有用感が大切です。 

広報やフェイスブック、新聞・ケーブルテレビといった

様々な媒体、また、まちづくりフォーラムといった市民が

集まる場において、まちづくりに参加している方の声、活

動の根底に流れている想い、活動の工夫点・成果など、様々

な角度から市民の頑張りを積極的に発信していきます。 

 

【人事 G】顕彰 

毎年 12月１日の市民表彰式において、多年にわたり市

勢伸展に多大のご貢献をいただいた方々を表彰すること

で、まちづくりへの意欲や関心のさらなる高揚を図ってい

ます。 

また、自発的なまちづくり活動（例：５年以上にわたる

社会奉仕活動）については、被表彰候補者の推薦（自薦・

他薦）を募集しています。 

 

 

実施中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施中 

９ 第８条 

 事業者の 

【提案】 

 企業も地域社会の一員として、市の行事や地域活

【総合政策 G】 

これまでにも「広報たかはま」内の「まちの話題」「カ

 

H27.10～ 
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役割と責務 動に参加・貢献していることも多い。活動発表な

ど「取組みの見える化」を進めたり、市民・地域

と企業がつながるきっかけの場を設けてはどう

か。 

 

メラレポート」のコーナーで、事業者の地域貢献活動を一

部紹介してきました。 

今後は、事業者からの情報提供を待つだけでなく、事業

者の広報部門を訪問するなど、どのような地域貢献活動を

行っているかを情報収集していきます。そして、事業者の

意向も踏まえながら、活動内容や活動に込められた想い・

成果について、広報やまちづくりフォーラムにおける写真

展示・活動紹介などにより、積極的に発信していきます。 

 

事業者の地域貢献活動の情報が、担当グループ内だけで

埋もれてしまうケースも見受けられるため、「参画・協働・

情報共有に関するガイドライン」に、事業者の地域貢献活

動に関する全庁的な情報共有を進める旨を明記します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27.10～ 

10 第９条 

 議会の 

役割と責務 

【提案】 

 インターネット中継を実施していることを、知ら

ない市民も多いと思われる。大変良い取組みなの

で、もっとＰＲしてはどうか。 

 

【議会】（議会事務局） 

 インターネット中継は、平成２６年６月定例会より開始

し、視聴数は平成２６年６月４３１件、９月６７０件、１

２月６００件、平成２７年３月５６５件、６月６４６件と

ほぼ横ばいとなっています。これまで、市議会だよりや市

公式ホームページで PRしてきましたが、今後は広報や市

公式フェイスブックなども活用し、さらなるＰＲに努めて

まいります。 

 

 

H27.8～ 

11 第 12条 

 職員の 

 役割と責務 

【提案】 

 企業への職員派遣は、行政にとっても、企業にと

ってもお互いの特性を理解しあい、人脈を築くこ

ともでき、大変よい取組みである。他の自治体で

は、複数年派遣を継続的に実施しているところも

ある。単発で終わらせず、継続的な実施を検討し

てはどうか。 

 

【人事 G】 

“民間の業務改善手法を学び、行政運営の効率化を図

る”という明確な目的をもって、平成 26 年４月から 12

月の間、(株)豊田自動織機へ職員２名を派遣し、平成 27

年度から業務改善に取り組んでいます。 

今後も民間の優れた経営手法等を吸収し、行政運営に活

用する必要があれば、職員派遣を検討してまいります。 

 

― 
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12 第 17条 

 まちづくり 

協議会 

 

【提案】 

 小学校区内での連携・協力体制を築いていくため

には、まちづくり協議会の事務局機能強化が不可

欠である。地域においても努力が必要だが、事務

局員が細かな事務作業に忙殺されないよう、ま

た、団体同士の連携・協力等がうまく進むように

事務局を支援するなど、行政のバックアップも必

要である。 

 

【総合政策 G】 

①悩み・課題を共有し、解決につなげる場を設ける 

まち協サミットで情報・課題を共有し、相互に協議・意

見交換を行うことができる場を、引き続き設けるととも

に、職員が適宜相談に応じます。 

 

リクエストに応じて、事務局長や事業グループリーダ

ー、あるいは、事務局次長や事業グループサブリーダーと

いった「次のまち協を担うキーパーソン」を対象に、活動

を進める上での共通の悩み・課題（例：人材育成、課題解

決コーディネート、会計処理）を話し合える座談会や学び

合いの場などを設けていきます。 

また、県内で行われている市民向け研修・講座などの情

報を紹介していきます。 

 

②職員のスキルアップ 

特派員連絡会や研修などにおいて、地域で実際にあった

事例や想定される事例をもとに、解決策・支援策等につい

て成功談・失敗談を交えながら意見交換を行ったり、事例

をデータベース化するなど、適切な助言・支援ができるよ

う、職員間で学び合いや情報共有を行っていきます。 

また、外部研修（例：全国地域リーダー養成塾、やねだ

ん故郷創生塾）へ職員を派遣し、地域と行政をつなぐ「総

合相談役」としてのスキルアップを促します。 

 

 

 

実施中 

 

 

 

H27.10～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27.10～ 

13 第 18条 

 地域計画 

【提案】 

 「地域カルテ」に掲載するデータの充実、「地域

計画」見直しにあたって、策定ノウハウの提供な

ど、職員によるバックアップ体制を整えていただ

きたい。 

【総合政策 G】 

「地域カルテ」の掲載データについては、地域課題の分

析に必要なデータを年々充実させていますが、今後も市民

が希望する内容について取り入れるなど、よりきめ細かな

データを提供していきます。 

「地域計画」の策定については、各まち協特派員などに

 

実施中 
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よるバックアップ体制を整えていますが、地域課題の分析

や今後の地域動向などについて、職員が適切に助言・支援

できるよう、特派員事務局（総合政策グループ）が職員の

フォローアップを行っていきます。 

 

14 第 19条 

 活動の育成 

 と支援 

【提案】 

 町内会は、まちづくりの根っことなる団体であ

る。加入率の維持・向上に向けては、未加入者へ

のアプローチが課題となる。今は、加入のメリッ

トが感じられないと未加入者を取り込むのは難

しい時代になっている。町内会の加入について、

メリットを強調できることがあるとよい。 

 

【総合政策 G】 

転入時に配布している「PR チラシ」（主な活動内容・写

真、役員の連絡先を掲載）に、加入者の「入っていてよか

った！」の声やエピソード、町内会活動に参加しての感想

などを掲載していくよう、各町内会に働きかけていきま

す。 

未加入者との主な接触機会である「可燃ごみ用指定ごみ

袋」配布時（年２回）から、順次、新「PR チラシ」に切

り替えて配布していきます。 

 

 

H27.12～ 

15 第 19条 

 活動の育成 

 と支援 

【提案】 

 最近、自治体消滅論がいわれているが、住民自治

が豊かな自治体は生き残っていくことができる。

今後はますますコミュニティ教育が大切になる。

生涯学習の中に自治基本条例を通じて高浜市の

現状を学ぶ機会を設けるなど、働いている方が退

職後に、どうしたら地域に根差して暮らしていけ

るかを学べる講座なども必要ではないか。 

 

【総合政策 G】 

 定年退職を迎える市民を対象に、まちづくりの大切さ、

まちのために頑張ることの素晴らしさを伝えるため、実際

にまちのために汗を流す市民や子どもたちを講師とした

「まちづくり入門講座」を開催するなど、地域デビューの

きっかけとなるような取組みを展開していきます。 

 

 

～H29.3 

16 第 20条 

 市政運営の 

 基本原則 

【提案】 

 マイナンバー制度の開始に伴い、個人情報の保護

がますます重要になる。リスクマネジメントをよ

り一層強化されたい。 

 

【総合政策 G】 

 マイナンバーを含む個人情報について、漏えい等の事態

の発生の危険性や影響に関する評価を行い、その個人情報

を管理するために講ずべき措置等を定めた指針を作成し、

市公式ホームページ上で公開しています。 

 

 

 

実施中 



8 

 

17 第 22条 

 危機管理 

【提案】 

 災害時の避難所開設について、誰が施設の開錠を

行うのか（行政が行うのか、地域でも可能なのか）

が、あまり知られていないのではないか。行政・

関係団体が情報を共有し合い、災害時の連携体制

を整えていく必要がある。 

【都市防災 G】 

平成 26年６月に避難所の開設・運営等を定めた「高浜

市避難所運営マニュアル」を策定しています。この避難所

運営マニュアルにおいて、避難所の開設については、市職

員（避難所担当）が実施することとなっています。 

また、避難所運営マニュアルは、避難所の開設・運営等

で連携・協力をいただく、まちづくり協議会、町内会、小

中学校にも配布をし、情報共有を図っています。 

今後もご提案をいただいた災害時の連携体制の整備・強

化に努めていきます。 

 

 

実施中 

18 第 22条 

 危機管理 

【提案】 

 避難所での宿泊を伴う訓練を、全小学校区で、年

１回以上行うようにしてはどうか。住民自治を強

化しなければ、避難所の運営は難しい。いざとい

う時に、行政はあてにはできない。災害状況を想

定し、子どもから高齢者まで多くの世代による参

加で実践を積み重ね、訓練経験者を増やしていく

ことが重要である。 

【都市防災 G】 

避難所での宿泊を伴う訓練は、既に港小や子ども防災リ

ーダー養成講座などで実施されています。また、今年、防

災訓練時にまちづくり協議会・町内会が主体となり、避難

所開設訓練等が実施されています。 

ご提案の避難所での宿泊を伴う訓練の実施を含め、今

後、まちづくり協議会・町内会とより多くの住民参加、よ

り実践的な訓練が実施できるよう取り組んでいきます。 

 

 

実施中 

19 第 23条 

 他の自治体 

等との 

連携・協力 

【提案】 

 各種防災協定が締結されているが、お互いに助け

合えるように、高浜市とは地形・環境の特徴等が

異なる遠隔地との連携・協力を積極的に進めてい

ただきたい。また、いざという時に、協定が効果

を発揮するためには、平常時において定期的に交

流を持っておくことが大切である。 

【都市防災 G】 

災害時相互応援協定については、これまで、岐阜県多治

見市、瑞浪市、全国ボート場所所在市町村協議会加盟市町

村（全国 24市町村）、西三河９市１町と締結しています。

今後もご提案の遠隔地との相互応援協定については、他市

町村との交流の機会をとらえ、取り組んでいきます。 

また、西三河９市１町の他、多治見市、瑞浪市とは定期

的な交流（情報交換等）を実施しています。加えて、本年

８月 23日（日）に開催された瑞浪市総合防災訓練に高浜

市も参加するなど、今後とも積極的に相互応援協定市町村

との定期的な交流、連携・協力に取り組んでいきます。 

 

実施中 

 


